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監査結果報告書 
 

第１ 監査の種類 
   地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定による監査 

なお、本監査は大阪狭山市監査基準に準拠して実施した。 
 
第２ 監査の対象 
 １ 対象グループ 

⑴ 経営総務グループ、下水道工務グループ 

下水道事業会計 
・下水道事業費用について 
・資本的支出について 
 
⑵ 治水対策グループ 
・治水対策総務管理事業 
・農業農村整備事業 
・水路等管理事業 
・ため池等維持管理事業 
・農業用施設整備事業 
・河川等対策事業 
・水循環計画策定事業 
 

 

２ 対象事務 
   令和３年４月１日から令和３年１２月３１日まで（必要に応じて令和２年度を含む。）に

執行された財務に関する事務 
 
第３ 監査の着眼点 
   大阪狭山市監査基準及び大阪狭山市監査実施要領に基づき、不正、不適切な事務処理等の

予防、発見、修正という合規性に主眼を置き、財務に関する事務が適正かつ効果的に執行さ

れているかを着眼点として実施した。 

 
第４ 監査の実施内容 
   当該財務事務の執行に係る関係書類及び関係帳票の提出を求めこれを閲覧、帳簿突合等を

行うとともに、担当職員からの聞き取り、質疑を加える等の方法で実施した。 

   また、調査票により情報収集を行った当該財務事務の内部統制の整備及び運用状況により、

監査対象のリスクの内容及び程度を検討のうえリスクの識別を行い、事故等の発生する可能

性が高い事務事業に重点を置いた監査を実施した。 

 
 



第５ 実施場所及び日程 
   大阪狭山市役所庁舎内において令和４年２月１日から令和４年２月２４日まで実施し

た。 
 
第６ 監査の結果及び意見 

財務に関する事務は関係法令等に従い、概ね適正に執行されているものと認められた。 
今後も引き続き適正な事務の執行に努められたい。 
また、下水道工務グループにおいては、公共下水道施設の維持管理を包括的に民間委託

することで、ワンストップサービスに伴う対応の迅速化など、積極的に市民サービスの向

上に取り組んでいることは評価できる。民間委託の利点等を市民に向けより一層の周知を

行うとともに、モニタリング業務による第三者機関からの助言等も活用しながら、今後も

引き続き公共下水道施設の適正な維持管理体制が整備されることを望む。 
 


